
平成１８年第２回　洞爺湖町議会定例会一般質問

質問議員 件　　　　　名 質　問　要　旨

１４番

沼 田 松 夫 １．洞爺湖町過疎地域自 （１） 住宅問題について。

（一問一答方式）　　立促進計画や新町建 ①清水団地の建替えについて

　　設計画からの街づく ②雇用促進住宅について

　　りについて ③その他の老朽化住宅について

（２） 商店街の整備について。

①空き店舗対策について

②本町地区、温泉地区や洞爺地区の整備

　について

（３） 林業対策について。

（４） Ｃゾーンの振興対策について。

①運動公園構想について

②有珠よりの高台地区について

（５） 公園管理の現状と今後について。

２．地場産品の販促につ （１） 道の駅「あぷた」、丸鮮市場、とうや水

　　いて の駅、アグリ館「とれた」等の売り上げ

状況は。

（２） 「あぷた」の地場産品加工施設の利用状

況は。

（３） 地産地消の進み具合は。

２４番

七 戸 輝 彦 １．集会所の補修につい （１） 集会所の維持管理体制は現在どのように

（一問一答方式）　　て なっているか。

（２） 集会所の中に、老朽化が進んだところが

ある。各自治会より補修等の要望はある

か。

（３） 最も老朽化が進んでいるところはどこか。

建てかえの必要や、その考えはあるか。

２．ＡＥＤの配置につい （１） たびたびこの質問をしてきたが、ＡＥＤ

　　て 配置や計画はどのようになっているか。

（２） ＡＥＤ配置時に職員向け、住民向けの講

習会等は考えているか。

３．防災拠点となる公共 （１） 防災拠点となる公共施設等の耐震化はど

　　施設等の耐震化は のようになっているか。



１０番

中 村 千世子 １．現実の負担を軽減す （１） 医療費控除などは十分に活用されている

（一問一答方式）　　るために、税金や利 のか。

　　用料の減額・減免制 当町においては、どの様になっているの

　　度について か。

（２） 障害者認定による、非課税措置は残って

いるが、活用されているのか。

（３） 現在独自に利用料（医療費も含む）負担

軽減策を実施している自治体は、８都府

県、２４３市町村にのぼっていますが、

５月末現在、1,820自治体の１３．４％と

なっている。こうした取り組みを実施し

ている現状があるなか、町民の負担軽減

を考えるのなら、独自制度についての考

えは検討されたことはあるのか。

（４） 保険料の減額・減免の申請について

国保料や介護保険料については、市町村

の条例に「減免」の規定があるが、こう

した減額・減免制度の存在自体を町民に

きちんと知らせているのか。

また、当町においての活用状況はどの様

になっているのか。

１８番

立 野 広 志 １．不況対策や地元業者 （１） 町内の中小建設業の仕事と雇用の実態を

（一問一答方式）　　の仕事起こしに役立 どの様に把握しているか。

　　ち、地域への波及効 （２） 地域経済の活性化の一環として、地域中

　　果が大きいリフォー 小建設業の振興策は何か。

　　ム助成制度の創設を （３） 住宅の改良（新築も含む）工事を行う町

　　求める。 民に対して、その費用の一部を町が補助

する支援事業が全国的にも広がっている

もとで、こうした助成制度の検討を本格

的に進める必要がある。

４番

五十嵐 篤 雄 １．公債費の現況と適性 （１） 道は自治体の財政健全度を示す新たな指

（一問一答方式）　　化に向けた取組みに 標、実質公債費比率（H15～H17）の速報

　　ついて 値を発表しました。洞爺湖町は全道で４

番目に数値の高い２８．２％と公表され

ました。

①道の発表した比率は町が資料提出した

（報告）ものか、道が試算したものか。

②高い比率となっている要因は。



③従来の指標、起債制限比率と実質公債

　費比率の基本的な違いは。Ｈ１８年度

　予算で算定する（H16～H18）と実質公

　債費比率はどうなるか。

④財政の指標として財政力指数、経常収

　支比率があるが、Ｈ１７年実績（決算）

　はＨ１８年予算でどうなっているのか。

　又、自己分析としてどのように捉えて

　いるのか。

⑤比率が１８％以上は起債許可団体、２

　５％以上は制限されることになってい

　る。当町は当面起債が許可されること

　になっているがその理由は。

⑥公債費の適正化に向け、計画を策定し

　実施すべきと思われる。又、町民への

　財政不安感をふっしょくする為にも説

　明する必要があると思うがどうか。

２３番

松 井 保 明 １．国民保護法について （１） 町は国民保護法についての認識といかな

（一問一答方式） る考えを持っているのか。

（２） 保護法が国、道、大都市のみだけでなく

地方の小自治体（町村）にまでなぜ制定

義務が必要なのか。（協議会）

（３） 協議会設置の目的と協議に参加する委員

の選考とその性格は。

（４） 協議内容については、議会の議決を要し

ないことから、議会及び住民の理解と協

力を得るためいかなる方策を考えている

か。

２．町内の民間企業の活 （１） 行財政改革（官から民へ）の一つとして

　　性化対策について 制度化された「指定管理者制度」「Ｐ、

Ｐ、Ｐ」（公共サービスの民営化）「市

場化テスト」などに対して町としての認

識といかなる考えを持っているか。

（２） 町内の公共施設、特に集会所で斎場とし

て活用するために「指定管理者制度」に

より、町内の各産業団体、その他の団体

に管理運営を委ねる考えはないか。

（３） 「Ｐ、Ｐ、Ｐ」（公共サービスの民営化）

による制度の活用として「公営住宅管理

業務」「学校給食管理業務」など民間に

委ねる考えはないか。



（４） 町内の企業育成及び強化として特に町か

ら発注されるものに対しての（特に経常

経費の中での物品費又印刷、庁舎内で使

用される事務費など）庁舎内でいかなる

指導を行っているか。

３．団塊の世代をむかえ （１） 団塊の世代をむかえるにあたり町として

　　るにあたっての対策 認識と考えについて。

（２） 観光、農業、漁業、ボランティア活動な

ど含め、当面観光、農業、ボランティア

活動などに団塊の世代を取りこむための

具体的な政策を考えているか。

（３） 移住政策の一つとして「お試し移住」な

ど取り組む考えはないか。
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